
 
 

 

 

中ノ瀬航路第四号灯標における連続観測装置保守点検のお知らせ 
（2026年4月～2027年3月 月1回作業予定） 

 

１．作業概要 

中ノ瀬航路第四号灯標に設置された連続観測装置の保守点検を行います。 

２．保守点検作業場所 

中ノ瀬航路第四号灯標の気中部及び水中部です。 

 作業位置図を図-1に、作業船･警戒船配置図を図-2に、 

気中部・水中部点検作業状況を図-3に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．保守点検作業の内容 

1)気中部点検：通信装置、電源装置の異常の有無、外観確認等を行います。 

2)水中部点検：水温センサーの異常の有無、外観確認等を行います。合計1時間程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･航路内には入域しません 

･灯標を中心に半径100ｍ以内を警戒 

･航路から出域の体制で警戒します 

･作業時間は合計約1時間程度                        

４．保守点検日程 

 

 

 

  

５．連絡先（受注者・発注者） 

 受注者：いであ株式会社 環境調査測定事業本部 環境調査部 

電話：045-593-7602（担当：佐々木･David･野中）携帯電話：080-2456-2698（佐々木） 

発注者：国土交通省 関東地方整備局 東京湾口航路事務所 海洋環境・防災課  

 ℡：045-444-3213 

   

広域図 

点検時の作業場所 

海洋状況表示システム 「海しる」 より複写 

凡  例 
  ：保守点検箇所 

 

観測装置 

中ノ瀬航路 

図-1 作業位置図 

浦賀水道航路 

図-2 作業船・警戒船配置図 

中ノ瀬航路第四号灯標 拡大図 

図-3 気中部点検作業状況図 

中ノ瀬航路第四号灯標 

気中部・水中部保守点検(合計 1 時間程度) 

中ノ瀬航路第四号灯標 

移乗後に作業船は 
北側 100ｍ以内で 
作業終了まで警戒業務を行う 

警戒範囲 
灯標を中心に 
半径約 100m 範囲内 

警戒船は南側 100ｍ以内で専従警戒要員 
により警戒業務を実施する 

航路内には 
入りません 

項    目     月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1.気中部保守点検 月1回

2.水中部保守点検 月1回

2026年 2027年
備考

中ノ瀬航路
第四号灯標


